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政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

職
務
発
明
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
従
業
者
等
と
使
用
者
等
の
双
方
の
発
明
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
向
上
と
い
う
本

見
直
し
の
必
要
性
、
目
的
を
含
め
、
本
改
正
内
容
に
つ
い
て
広
く
国
民
に
対
し
周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
特
に
中
小
企

業
に
お
け
る
職
務
発
明
規
程
の
整
備
に
係
る
相
談
・
支
援
体
制
の
充
実
を
図
る
こ
と
。 

 

二 

職
務
発
明
制
度
に
係
る
相
当
の
利
益
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
職
務
発
明
制
度
に
お
け
る
法
定
対
価
請
求
権
と
実
質
的
に
同

等
の
権
利
で
あ
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
る
と
と
も
に
、
企
業
に
よ
る
従
業
者
等
の
研
究
開
発
に
係
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
高
め

る
た
め
の
創
意
工
夫
が
い
か
さ
れ
る
よ
う
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
指
針
に
お
い
て
具
体
例
等
を
例
示
す
る
こ
と
。
ま
た
、

同
指
針
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
産
業
構
造
審
議
会
等
の
構
成
員
と
し
て
、
労
使
代
表
を
始
め
幅
広
い
関
係
者
を
参
加
さ
せ

る
と
と
も
に
、
職
務
発
明
制
度
に
係
る
苦
情
処
理
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
明
示
す
る
な
ど
、
企
業
の
予
見
可
能
性
と
従
業
者

等
の
処
遇
と
の
均
衡
を
図
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
今
後
の
経
済
社
会
情
勢
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、

従
業
者
等
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
へ
の
影
響
な
ど
本
法
の
運
用
状
況
に
つ
い
て
適
宜
調
査
・
検
証
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
見
直

し
を
行
う
こ
と
。 

   



三 

特
許
料
等
の
引
下
げ
及
び
Ｐ
Ｃ
Ｔ
国
際
出
願
の
料
金
体
系
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
特
許
権
等
の
取
得
・
維
持
に
係
る
中

小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
等
の
負
担
軽
減
が
我
が
国
企
業
の
国
際
競
争
力
及
び
知
財
戦
略
の
一
層
の
支
援
強
化
を
図
る
上
で

重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
附
則
の
見
直
し
期
間
に
か
か
わ
ら
ず
施
行
状
況
を
見
つ
つ
、
適
宜
検
討
・
見
直
し
を
行
う
こ
と
。 

 

四 

知
的
財
産
の
裾
野
を
拡
大
す
る
観
点
か
ら
、
中
小
企
業
の
知
的
財
産
活
動
を
支
援
す
る
た
め
、「
知
財
総
合
支
援
窓
口
」
の

一
層
の
強
化
拡
充
を
図
る
と
と
も
に
、
海
外
展
開
を
指
向
す
る
中
小
企
業
の
知
的
財
産
の
権
利
化
及
び
模
倣
品
対
策
に
係
る

支
援
策
の
更
な
る
強
化
を
図
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


